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母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？

│
│
ひ
と
つ
の
素
描
│
│

河
　
　
島
　
　
幸
　
　
夫

は
　
じ
　
め
　
に

序
　
優
生
政
策
の
流
行
と
ナ
チ
ス
断
種
法

一
　
国
民
優
生
法

１
　
国
民
優
生
法
の
立
法
理
由
│
│
人
種
的
優
生
思
想

２
　
断
種
の
対
象
と
な
る
病
気

３
　
断
種
の
手
続
き

４
　
ナ
チ
ス
断
種
法
と
の
相
違
点

５
　
断
種
の
実
施
状
況
に
お
け
る
日
独
の
相
違

二
　
優
生
保
護
法

１
　
優
生
保
護
法
の
立
法
理
由
│
│
優
生
政
策
の
強
化

２
　
断
種
の
理
由
と
な
る
病
気

３
　
強
制
断
種
の
導
入
と
実
施

４
　
妊
娠
中
絶
の
合
法
化

５
　
断
種
・
中
絶
の
手
続
き
と
優
生
相
談

６
　
断
種
・
中
絶
の
実
施
状
況

三
　
母
体
保
護
法

１
　
「
優
生
」
と
い
う
用
語
の
排
除

２
　
優
生
政
策
の
後
退

３
　
ナ
チ
ス
断
種
法
と
の
決
別

四
　
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
隔
離
・
断
種
・
中
絶

五
　
処
罰
・
謝
罪
・
補
償
│
│
ド
イ
ツ
と
日
本

１
　
責
任
追
及
と
処
罰

２
　
謝
罪

３
　
補
償

む
　
す
　
び

一

第二G4




母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

二

は
　
じ
　
め
　
に

現
行
の
母
体
保
護
法
は
女
性
の
人
工
妊
娠
中
絶
を
規
定
し
た
法
律
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
法
律
の
中
に
「
不
妊
手
術
」
つ
ま
り

「
断
種
」
を
規
定
し
た
条
項
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
母
体
保
護
法
の
前
身
は
優
生
保
護
法
と
よ
ば
れ
、
一
九
四
八

年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
の
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
効
力
を
も
ち
続
け
た
。
さ
ら
に
こ
の
優
生
保
護
法
の
前
身
は
国
民
優
生
法
と
よ
ば
れ
、
戦
前

の
一
九
四
〇
年
に
制
定
さ
れ
、
戦
後
の
一
九
四
八
年
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
民
優
生
法
の
中
身
は
、
ほ
ぼ
断
種
（
こ
の
法
律
の
中
で
は
「
優

生
手
術
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
）
の
こ
と
だ
け
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
断
種
法
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

断
種
が
立
法
化
さ
れ
る
土
壌
と
し
て
、
優
生
思
想
の
浸
透
が
あ
っ
た
。
と
く
に
戦
前
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
断
種
法
（
遺
伝
病
子
孫
予
防

法
）
が
制
定
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
優
生
政
策
の
一
つ
と
し
て
断
種
が
大
規
模
に
実
施
さ
れ
、「
そ
の
結
果
が
す
こ
ぶ
る
良
好
だ
」
と
伝
え
ら
れ
た
こ

と
が
、
日
本
に
お
け
る
国
民
優
生
法
の
成
立
に
拍
車
を
か
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
１
）。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
の
国
民
優
生
法
と
優
生
保
護

法
は
ど
の
よ
う
な
点
で
ナ
チ
ス
断
種
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
ま
た
現
行
の
母
体
保
護
法
は
優
生
保
護
法
と
ど
う
違
う
の
か
に
つ
い
て
考
察

し
、
あ
わ
せ
て
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
を
通
じ
て
母
体
保
護
法
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
ナ
チ
ス
的
系
譜
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
、
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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序
　
優
生
政
策
の
流
行
と
ナ
チ
ス
断
種
法

さ
て
「
断
種
」（sterilizatio

n
;S

terilisieru
n

g

）
と
は
、
男
子
の
精
管
な
い
し
女
子
の
卵
管
を
切
断
ま
た
は
結
束
す
る
か
、
Ｘ
線
を
放
射
す
る

こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
精
子
と
卵
子
に
よ
る
受
精
を
不
可
能
に
す
る
処
置
で
あ
っ
て
、「
不
妊
手
術
」
な
い
し
「
避
妊
手
術
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
日
本
の
国
民
優
生
法
や
優
生
保
護
法
で
は
「
優
生
手
術
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
性
欲
（
性
交
能
力
）
は
消
滅
し
な
い
が
、
患

者
が
死
ぬ
場
合
も
あ
る
。
断
種
と
ま
ち
が
え
や
す
い
去
勢
（castration

;
K

astration

）
と
は
、
生
殖
腺
（
男
子
の
精
巣
＝
睾
丸
な
い
し
女
子
の
卵

巣
）
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
性
交
能
力
は
失
わ
れ
る
。

二
〇
世
紀
に
は
欧
米
の
い
く
つ
か
の
諸
国
で
断
種
法
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
一
九
〇
七
年
に
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
が
断
種

法
を
制
定
し
、
他
の
二
七
州
に
も
広
ま
っ
た
。
つ
い
で
ス
イ
ス
（
一
九
二
八
年
）
や
カ
ナ
ダ
の
諸
州
、
デ
ン
マ
ー
ク
（
一
九
二
九
／
三
四
年
）、
ド

イ
ツ
（
一
九
三
三
年
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
一
九
三
四
年
）、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
一
九
三
四
年
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
一
九
三
五
年
）
で
も
断
種
法
が
作

ら
れ
た
。
断
種
手
術
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
遺
伝
性
疾
患
の
患
者
や
重
度
の
犯
罪
者
、
性
的
倒
錯
者
た
ち
で
あ
る
（
２
）。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
一
九
世
紀
お
わ
り
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
断
種
の
効
用
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
断
種
政
策
を
実
施
す
れ
ば
、

遺
伝
性
疾
患
の
患
者
の
増
殖
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
そ
の
結
果
、
医
療
費
や
福
祉
予
算
が
節
約
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
表
面
的
な
理
由
の
奥
で
は
、
他
方
、
健
康
で
優
秀
な
人
間
を
増
や
し
、
逆
に
病
弱
で
劣
等
な
人
間
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
・

人
種
の
発
展
・
強
化
を
図
ろ
う
と
い
う
優
生
学
的
人
種
主
義
（eu

gen
ic

racism
）
の
思
想
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
優
秀
な
人
間
を

増
や
す
た
め
の
研
究
を
積
極
的
優
生
学
と
い
い
、
劣
等
な
人
間
を
減
ら
す
た
め
の
研
究
を
消
極
的
優
生
学
と
い
う
。
こ
れ
ら
二
つ
を
含
め
た
優
生
学

三



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

四

（eu
gen

ics;
E

u
gen

ik

）
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
人
種
衛
生
学
（R

assen
h

ygien
e.

日
本
で
は
民
族
衛
生
学
と
も
い
う
）
と
も
よ
ば
れ
、
二
〇
世

紀
前
半
に
は
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
る
流
行
科
学
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
人
種
衛
生
論
者
や
欧
米
の
優
生
学
者
た
ち
は
、
悪
質
な
遺
伝
を
断
ち
切
る

こ
と
が
で
き
る
断
種
こ
そ
は
民
族
・
人
種
の
退
化
防
止
と
品
種
改
良
の
た
め
の
有
効
な
医
学
的
治
療
方
法
で
あ
る
、
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
欧
米
諸
国
で
立
法
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
断
種
を
ド
イ
ツ
で
も
許
容
し
よ
う
と
す
る
計
画
は
、
ナ
チ
ス
の
時
代
の
前
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共

和
制
末
期
、
一
九
三
二
年
に
、
ド
イ
ツ
を
構
成
す
る
最
大
州
の
プ
ロ
イ
セ
ン
で
登
場
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
断
種
法
は
、
断
種
手
術
に

際
し
て
は
前
も
っ
て
本
人
の
同
意
が
絶
対
に
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
任
意
断
種
だ
け
を
許
容
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
法
案
は
プ
ロ
イ
セ

ン
州
下
院
で
審
議
未
了
の
末
、
結
局
、
廃
案
と
な
っ
た
（
３
）。

や
が
て
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
を
首
相
と
す
る
ナ
チ
ス
政
権
が
成
立
し
た
。
ナ
チ
ス
政
権
は
同
年
三
月
二
四
日
に
全

権
委
任
法
（
授
権
法
）
を
国
会
で
採
択
さ
せ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
国
会
の
立
法
権
は
内
閣
に
委
譲
さ
れ
た
の
で
、
ナ
チ
ス
政
府
は
自
ら
の
欲
す

る
法
律
を
、
国
会
を
無
視
し
て
勝
手
に
制
定
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
四
カ
月
後
の
一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
が
制
定
し
た
法
律
が
、「
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
」（G

esetz
zu

r
V

erh
ü

tu
n

g

erb
kran

ken
N

ach
w

u
ch

ses

）
と
称
す
る
ナ
チ
ス
断
種
法
で
あ
っ
た
（
４
）。

こ
の
法
律
は
自
発
的
な
断
種
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
同
意
を
必
要
と
し
な

い
強
制
断
種
を
も
導
入
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
消
極
的
優
生
学
の
有
力
手
段
で
あ
る
断
種
を
国
家
の
優
生
政
策
と
し
て
推
進
す

る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

や
が
て
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
は
一
九
三
五
年
六
月
二
六
日
に
改
訂
さ
れ
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
と
異
常
性
欲
者
の
去
勢
と
が
合
法
化
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
（
５
）。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
同
法
施
行
の
一
九
三
四
年
一
月
一
日
か
ら
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
崩
壊
の
一
九
四
五
年
五
月
八
日
ま
で
に
障
害
者
・
患
者
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約
三
〇
万
人
以
上
が
断
種
さ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
総
人
口
約
六
五
〇
〇
万
の
約
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ほ
ぼ
二
〇
〇
人
に
一
人
の
割
合

で
あ
っ
た
（
６
）。

ナ
チ
ス
断
種
法
は
《
軍
国
》
日
本
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
法
律
を
参
考
に
し
て
戦
前
の
一
九
四
〇
年
に
日
本
で
は
国
民
優
生
法
が
制
定
さ

れ
、
戦
後
の
一
九
四
八
年
に
は
《
民
主
》
日
本
に
お
い
て
優
生
保
護
法
と
し
て
（
７
）強

化
さ
れ
た
。
優
生
保
護
法
は
一
九
九
六
年
ま
で
存
続
し
、「
不
良

の
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
」（
第
一
条
）
と
い
う
公
然
た
る
優
生
思
想
に
基
づ
い
て
精
神
病
患
者
、
知
的
障
害
者
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
任

意
・
強
制
の
断
種
（
優
生
手
術
）
と
妊
娠
中
絶
を
実
施
し
て
き
た
。
日
本
の
強
制
断
種
の
被
害
者
総
数
は
約
一
万
六
五
〇
〇
人
に
の
ぼ
る
（
８
）。

こ
の
優
生
保
護
法
は
一
九
九
六
年
に
大
き
く
改
訂
・
縮
小
さ
れ
て
母
体
保
護
法
（
９
）と

な
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
優
生
」
と
い
う
用
語
自
体
が
排
除
さ
れ
、

優
生
思
想
を
示
す
条
文
が
削
除
さ
れ
、
強
制
断
種
と
強
制
妊
娠
中
絶
の
規
定
も
廃
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
任
意
断
種
と
任
意
中
絶
は
一
定
の
条
件
の
下

に
引
き
続
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
。

一
　
国

民

優

生

法

１
　
国
民
優
生
法
の
立
法
理
由
│
│
人
種
的
優
生
思
想

国
民
優
生
法
の
立
法
理
由
を
見
る
前
に
、
ま
ず
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
ス
断
種
法
た
る
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
た
の
か
を
、
見
て
お
こ
う
。
当
時
の
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
に
よ
る
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

五



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

六

「
国
民
的
決
起
﹇
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
﹈
の
時
以
来
、
公
共
社
会
は
人
口
政
策
問
題
お
よ
び
持
続
的
に
進
行
す
る
出
産
減
少
に
つ
い
て
徐
々

に
熱
心
に
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

実
に
国
民
人
口
の
減
少
の
み
な
ら
ず
、
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
わ
が
国
民
の
遺
伝
質
の
問
題
は
深
刻
な
考
慮
を
必
要
と
す
る
。
遺

伝
的
に
健
康
な
家
族
は
一
子
又
は
無
子
の
状
態
に
移
り
つ
つ
あ
る
一
方
、
無
数
の
低
価
値
者
お
よ
び
遺
伝
的
負
因
者
は
何
の
抑
制
も
な
く
増
殖

し
、
そ
の
病
的
・
非
社
会
的
子
孫
は
国
民
全
体
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

健
康
な
ド
イ
ツ
人
の
家
族
、
特
に
教
養
あ
る
階
級
が
平
均
わ
ず
か
二
児
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
一
方
、
精
神
薄
弱
者
お
よ
び
他
の

遺
伝
的
低
価
値
者
は
平
均
一
夫
婦
に
つ
き
三
│
四
人
の
出
産
率
を
示
し
て
い
る
。
か
か
る
情
勢
に
お
い
て
は
一
国
民
の
構
成
は
一
代
一
代
変
化

し
、
結
局
三
代
で
価
値
の
高
い
階
級
は
低
格
な
階
級
に
圧
倒
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
価
値
高
き
家
族
の
絶
滅
を
意
味
し
、
も
っ
て
至
高
の
諸
価

値
は
重
大
な
危
機
に
直
面
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
わ
が
民
族
の
運
命
を
左
右
す
る
問
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
精
神
薄
弱
者
、
補
助
学
校
生
徒
、
精
神
病
者
、
非
社
会
的
人
間
に
対
し
年
々
数
百
万
の
金
額
が
支
出
さ
れ
、
そ
れ
は
、
将
来
子
供
を

生
み
出
す
家
族
か
ら
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
税
金
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
。
保
護
に
要
す
る
費
用
の
負
担
は
、
そ
の
金
を
労
働
に
よ
っ
て
調
達
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
人
々
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
絶
望
的
な
程
度
に
ま
で
到
達
し
た
。

数
十
年
来
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
他
の
国
の
遺
伝
学
者
は
声
を
大
に
し
て
、
高
価
な
遺
伝
質
を
喪
失
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
文
化
民
族
の
重
大
な

変
質
を
招
く
に
ち
が
い
な
い
、
と
警
告
し
て
い
る
。
し
か
し
て
今
日
、
ド
イ
ツ
国
民
の
広
い
層
よ
り
、
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
を
制
定
し
、
生
物

学
的
に
低
価
値
の
遺
伝
質
を
除
去
せ
し
め
よ
う
と
す
る
要
望
が
起
こ
っ
た
。
断
種
は
民、
族、
体、
を
徐
々
に
浄、
化、
し、
、
病
的
遺
伝
素
質
の
淘
汰
に
役

立
つ
も
の
で
あ
る
。
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断
種
は
精
神
病
お
よ
び
重
い
遺
伝
病
の
遺
伝
を
防
止
す
る
唯
一
の
確
実
な
方
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
将
来
の
世
代
の
た
め
に
隣、
人、
愛、
に
出

た
行
為
と
し
て
、
ま
た
用
意
周
到
な
行
為
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
﹇
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
﹈
は
、

該
当
す
る
遺
伝
病
者
の
家
族
に
と
っ
て
は
真
に
社
会
的
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
（
10
）」（

傍
点
は
河
島
）。

こ
こ
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、「
価
値
の
低
い
人
間
」（M

in
d

erw
ertigen

）
の
増
殖
を
防
止
し
、「
民
族
を
浄
化
す
る
」（d

en
V

olkskörp
er

zu

rein
igen

）
と
い
う
優
生
学
的
人
種
主
義
の
主
張
と
、
第
二
に
、
社
会
的
負
担
の
節
約
と
い
う
経
済
的
な
理
由
が
押
し
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
断
種

が
本
人
に
と
っ
て
「
隣
人
愛
」（N

ach
b

arslieb
e

）
の
発
露
で
あ
り
、
家
族
に
と
っ
て
は
社
会
に
貢
献
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の

ド
イ
ツ
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
キ
リ
ス
ト
教
的
用
語
と
社
会
的
名
誉
心
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

日
本
の
国
民
優
生
法
は
ナ
チ
ス
断
種
法
の
七
年
後
の
一
九
四
〇
年
五
月
一
日
に
制
定
さ
れ
、
翌
年
の
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は

第
一
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
本
法
ハ
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
疾
患
ノ
素
質
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
増
加
ヲ
防
遏
ス
ル
ト
共
ニ
健
全
ナ
ル
素
質
ヲ
有
ス

ル
者
ノ
増
加
ヲ
図
リ
以
テ
国
民
素
質
ノ
向
上
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
（
11
）」。

要
す
る
に
こ
の
法
律
の
ね
ら
い
は
悪
質
な
遺
伝
病
患
者
の
増
加
を
阻

止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
断
種
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
優
生
手
術
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
法
律
の
実
体
は
、
ナ
チ
ス
断
種
法
の
正
式
名
称
と
同
様
、
一
種
の
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
民
優
生
法
案

の
提
出
理
由
を
当
時
の
厚
生
大
臣
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
国
民
優
生
法
案
ノ
目
的
ト
致
シ
マ
ス
ル
所
ハ
、
国
民
素
質
ノ
向
上
ヲ
図
リ
マ
シ
テ
、
之
ニ
依
ッ
テ
国
家
将
来
ノ
発
展
ヲ
期
セ
ン
ト
ス
ル
ニ

ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
目
的
ヲ
達
成
致
シ
マ
ス
ル
為
ニ
、
一
面
ニ
於
テ
ハ
、
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
疾
患
ノ
素
質
ヲ
有
ス
ル
国
民
ノ
増
加
ヲ

七



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

八

防
遏
致
シ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
、
他
面
ニ
於
テ
ハ
、
健
全
ナ
ル
国
民
ノ
増
加
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

元
来
我
ガ
国
民
素
質
ノ
優
秀
デ
ア
リ
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
光
輝
ア
ル
二
千
六
百
年
ノ
歴
史
ノ
如
実
ニ
示
ス
所
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
現
下
ノ
時
局
ニ

際
会
致
シ
マ
シ
テ
、
興
亜
ノ
大
業
ヲ
完
成
シ
、
将
来
愈
々
其
ノ
発
展
ヲ
期
セ
ン
ガ
為
ニ
ハ
、
我
ガ
国
民
ノ
優
秀
性
ヲ
維
持
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
、

益
々
是
ガ
増
強
ニ
努
ム
ル
コ
ト
ハ
、
今
日
喫
緊
ノ
要
務
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

我
ガ
国
民
体
力
ノ
現
状
ヲ
見
マ
ス
ル
ニ
、
近
年
其
ノ
低
下
ノ
傾
向
ヲ
見
受
ケ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
素
質
モ
亦
自
然
ニ
之
ヲ
放
置

シ
テ
置
キ
マ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
次
第
ニ
低
下
ス
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
懸
念
セ
ラ
ル
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
而
シ
テ
国
民
体
力
ノ
向
上
ヲ
期
シ
マ
ス
ガ

為
ニ
ハ
、
単
ニ
環
境
ノ
改
善
ニ
依
リ
マ
ス
ル
後
天
的
素
質
ノ
向
上
ヲ
図
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
、
更
ニ
進
ン
デ
根
本
的
ニ
国
民
ノ
先
天
的
素
質
ノ
向
上

ヲ
モ
期
ス
ル
コ
ト
ガ
肝
要
デ
ア
ル
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
今
我
ガ
国
民
ノ
先
天
的
素
質
ニ
付
キ
マ
シ
テ
検
討
ヲ
加
ヘ
テ
見
マ
ス
ル
ニ
、
不

健
全
ナ
ル
素
質
、
殊
ニ
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
疾
患
ノ
素
質
ヲ
有
ス
ル
向
ガ
、
漸
次
増
加
ス
ル
傾
向
ガ
見
エ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
是
等
ノ
遺
伝
性
悪

疾
ガ
遺
伝
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
、
子
孫
ニ
其
ノ
発
病
ヲ
見
マ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
啻
ニ
患
者
又
ハ
患
者
ヲ
有
す
る
家
族
ノ
悲
惨
ナ
ル
苦
悩
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
、
之
ヲ
国
家
的
ニ
見
マ
シ
テ
モ
、
斯
ノ
如
キ
悪
質
ナ
ル
素
質
ガ
遺
伝
シ
テ
行
キ
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
将
来
ノ
国
家
発
展
ノ
上
ニ
、
洵
ニ
憂
慮
ス

ベ
キ
事
態
ガ
齎
サ
レ
ル
コ
ト
ニ
相
成
ラ
ウ
カ
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
・
・
・
・

本
法
案
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
疾
患
ノ
素
質
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
、
綿
密
ナ
ル
審
査
ヲ
受
ケ
マ
シ
タ
後
ニ
、
必
要
ト
認
メ
ラ
ル
ル

時
ニ
ハ
、
優
生
手
術
、
即
チ
生
殖
ヲ
不
能
ナ
ラ
シ
ム
ル
手
術
ヲ
受
ケ
得
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
ニ
依
ッ
テ
悪
性
ノ
遺
伝
的
素

質
ガ
、
将
来
ノ
国
民
ノ
中
ニ
増
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
防
止
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
尚
ホ
是
ト
関
連
致
シ
マ
シ
テ
、
避
妊
手
術
又
ハ
妊
娠
中

絶
等
ノ
如
キ
行
為
ノ
濫
用
セ
ラ
レ
マ
ス
ル
コ
ト
ヲ
厳
重
ニ
取
締
リ
、
以
テ
健
全
ナ
ル
素
質
ヲ
有
ス
ル
国
民
ノ
人
為
的
ノ
減
少
ヲ
致
シ
マ
ス
ル
原
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因
ヲ
除
キ
、
人
口
増
加
ニ
モ
資
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
・
・
・
・
（
12
）」。

こ
れ
を
、
前
述
の
ナ
チ
ス
断
種
法
の
立
法
理
由
と
比
べ
て
み
る
と
、
ナ
チ
ス
の
場
合
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
の
う
ち
、
経
済
的
理
由
、
つ
ま
り

遺
伝
病
患
者
の
増
加
に
よ
る
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
と
い
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
国
民
優
生
法
の
場
合
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
も
う
一
つ
の
根
本
的
な
理
由
、
つ
ま
り
、
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
遺
伝
病
患
者
が
増
加
し
、
民
族
の
退
化
と
国
家
の
弱
体
化
を
も
た
ら

す
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
危
機
意
識
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
軍
国
日
本
に
共
通
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
民
族
国
家
の
衰
亡
を
阻
止
し
、
国
民
の
素

質
向
上
＝
品
種
改
良
と
国
家
発
展
を
図
る
と
い
う
民
族
的
な
い
し
人
種
的
優
生
思
想
は
、
ナ
チ
ス
断
種
法
と
国
民
優
生
法
と
に
共
通
の
要
素
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
当
時
の
厚
生
省
予
防
局
が
発
行
し
た
『
国
民
優
生
法
釈
義
』（
一
九
四
一
年
三
月
）
は
、「
最
近
ナ
チ
ス
政
権
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
、
ド

イ
ツ
民
族
国
家
の
信
念
が
国
是
の
根
本
と
な
り
、
総
べ
て
の
政
策
に
民
族
衛
生
が
加
味
さ
れ
、
健
全
優
秀
な
ド
イ
ツ
人
の
増
殖
を
第
一
の
目
標
と
し

て
掲
げ
て
居
る
（
13
）」

と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
動
向
を
紹
介
し
て
い
る
。「
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
出
づ
る
に
及
び
極
力
民
族
の
純
潔
と
発
展
を
説
き
全
力
を
尽
し
て

其
の
向
上
に
努
め
漸
く
其
の
効
果
を
示
し
初
め
た
（
14
）」。

こ
こ
に
は
、
ま
さ
に
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
を
手
初
め
と
す
る
ナ
チ
ス
優
生
政
策
を
日
本
も
取

り
入
れ
る
な
ら
ば
、
日
本
も
そ
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
『
国
民
優
生
法
釈
義
』
は
、

同
法
の
究
極
目
標
を
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

「
根
本
は
国
民
の
国
家
の
将
来
に
対
す
る
責
務
の
自
覚
に
あ
る
。
優
秀
健
全
な
る
多
数
の
子
女
を
養
育
し
優
秀
な
る
次
代
国
民
と
し
て
、
我

等
現
代
国
民
の
完
遂
し
得
ざ
り
し
大
使
命
を
将
来
に
達
成
せ
し
め
、
以
て
肇
国
の
大
理
想
を
八
紘
に
光
被
せ
ん
と
す
る
国
民
精
神
の
発
揚
に
存

す
る
の
で
あ
る
。
国
民
優
生
は
国
家
永
遠
の
対
策
で
あ
る
。
国
家
の
優
生
方
策
と
国
民
の
優
生
に
対
す
る
認
識
と
こ
の
二
者
の
確
立
に
よ
っ
て

初
め
て
真
に
国
民
優
生
が
実
現
せ
ら
れ
愈
々
光
輝
あ
る
皇
国
の
将
来
が
期
待
せ
ら
れ
る
。
現
下
新
東
亜
建
設
の
聖
業
遂
行
に
当
っ
て
我
日
本
民

九
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族
が
真
に
国
民
優
生
に
目
覚
め
て
精
進
し
た
暁
に
こ
そ
今
日
に
も
増
し
て
日
本
民
族
が
世
界
に
誇
り
得
る
精
神
力
身
体
力
を
有
す
る
光
栄
あ
る

国
民
と
な
る
こ
と
を
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
（
15
）」。

２
　
断
種
の
対
象
と
な
る
病
気

そ
れ
で
は
国
民
優
生
法
に
お
い
て
断
種
（
国
民
優
生
法
の
用
語
で
は
優
生
手
術
）
の
対
象
と
な
る
病
気
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
第
三
条
に
は
次
の
よ
う
な
疾
患
が
記
さ
れ
て
い
る
（
16
）。

一
　
遺
伝
性
精
神
病

二
　
遺
伝
性
精
神
薄
弱

三
　
強
度
且
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
病
的
性
格

四
　
強
度
且
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
身
体
疾
患

五
　
強
度
ナ
ル
遺
伝
性
奇
形

こ
れ
に
対
し
て
ナ
チ
ス
断
種
法
は
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
・
個
別
的
に
断
種
の
対
象
と
な
る
次
の
よ
う
な
遺
伝
病
を
あ
げ
て
い
る
（
17
）。

一
　
先
天
性
精
神
薄
弱
　an

geboren
er

S
ch

w
ach

sin
n

二
　
精
神
分
裂
病
　S

ch
izop

h
ren

ie

三
　
躁
鬱
病
　zirku

läres

（m
an

isch
-d

ep
ressives

）Irresein
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四
　
遺
伝
性
て
ん
か
ん
　erblich

e
F

allsu
ch

t
五
　
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病
　erblich

e
V

eitstan
z

（H
u

n
tin

gton
sch

e
C

h
orea

）

六
　
遺
伝
性
盲
　erblich

e
B

lin
d

h
eit

七
　
遺
伝
性
聾
　erblich

e
T

au
bh

eit

八
　
重
度
の
遺
伝
性
奇
形
　sch

w
ere

erblich
e

körp
erlich

e
M

iß
bild

u
n

g

た
し
か
に
ナ
チ
ス
断
種
法
の
例
示
す
る
病
名
が
具
体
的
・
個
別
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
国
民
優
生
法
は
一
般
的
で
概
括
的
な
病
名
を
掲

げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
国
民
優
生
法
の
規
定
は
、
ナ
チ
ス
断
種
法
が
列
記
す
る
病
気
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
国
民
優
生
法
へ
の
ナ
チ
ス
断
種
法
の
影
響
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
ナ
チ
ス
断
種
法
で
は
強
度
の
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
（sch

w
erer

A
lkoh

olism
u

s

）
も
断
種
の
対
象
と
さ
れ
た
が
（
18
）、

こ
れ
は
国
民
優
生
法
の
中
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
（
19
）。

３
　
断
種
の
手
続
き

国
民
優
生
法
に
よ
れ
ば
、
断
種
の
申
請
が
本
人
か
ら
地
方
長
官
に
な
さ
れ
る
と
、
地
方
長
官
は
ま
ず
地
方
優
生
審
査
会
に
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
断
種
の
決
定
が
な
さ
れ
る
（
第
八
条
）。
こ
れ
に
不
服
の
あ
る
場
合
は
、
二
九
日
以
内
に
厚
生
大
臣
に
そ
の
申
し
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
条
）。
厚
生
大
臣
は
、
そ
の
申
し
立
て
に
対
す
る
決
定
を
下
す
前
に
、
中
央
優
生
審
査
会
に
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
第
一
〇
条
）。
こ
う
し
た
国
民
優
生
法
に
お
け
る
断
種
の
手
続
き
は
、
ナ
チ
ス
断
種
法
に
お
け
る
第
五
条
以
下
の
遺
伝
健
康
裁
判
所

一
一



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

一
二

（E
rbgesu

n
d

h
eitsgerich

t

）
の
規
定
を
参
考
に
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
二
つ
の
法
律
は
共
通
し
て
い
る
。

４
　
ナ
チ
ス
断
種
法
と
の
相
違
点

ナ
チ
ス
断
種
法
と
同
様
に
国
民
優
生
法
も
ま
た
「
強
制
断
種
」
を
導
入
し
て
い
た
（
第
六
条
）
が
、
実
際
に
は
強
制
断
種
の
実
施
は
凍
結
さ
れ
た

の
で
、
国
民
優
生
法
の
下
で
は
任
意
断
種
の
み
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
二
つ
の
法
律
の
実
際
面
で
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

さ
ら
に
ナ
チ
ス
断
種
法
に
あ
っ
て
は
、
一
九
三
五
年
六
月
二
六
日
の
改
訂
・
追
加
に
よ
っ
て
、
人
口
妊
娠
中
絶
（S

ch
w

an
gersch

aftsu
n

ter-

b
rech

u
n

g

）
と
異
常
性
欲
者
に
対
す
る
去
勢
と
が
合
法
化
さ
れ
た
（
20
）。

国
民
優
生
法
は
こ
の
点
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
国
民
優
生
法
に
は

中
絶
や
去
勢
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
中
絶
に
つ
い
て
は
刑
法
第
二
一
二
条
か
ら
二
一
六
条
ま
で
の
堕
胎
罪
が
効
力
を
も
ち
続
け
た
。

５
　
断
種
の
実
施
状
況
に
お
け
る
日
独
の
相
違

こ
の
よ
う
に
し
て
国
民
優
生
法
は
ナ
チ
ス
断
種
法
の
影
響
を
受
け
て
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
日
独
両
国
に
お
け
る
断
種
の
実
施
状
況
は
ま

っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
に
基
づ
い
て
約
三
〇
万
人
以
上
の
遺
伝
病
患
者
・
精
神
病
患
者
・
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
に
対

し
て
断
種
が
強
制
さ
れ
た
。
こ
れ
は
健
常
者
も
含
め
た
ド
イ
ツ
総
人
口
の
実
に
約
二
〇
〇
人
に
一
人
の
割
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
断
種
被
害
者
の
多
く
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は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
」（leb

en
su

n
w

ertes
L

eb
en

）
と
み
な
さ
れ
、
や
が
て
第
二
次
世
界
大
戦
下
（
一

九
三
九
│
四
五
年
）
に
は
秘
密
の
う
ち
に
遂
行
さ
れ
た
ナ
チ
ス
《
安
楽
死
作
戦
》（E

u
th

an
asie-A

ktion

）
に
お
い
て
、
約
二
〇
万
人
が
殺
害
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
（
21
）。

こ
れ
に
対
し
て
軍
国
日
本
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
九
三
一
年
の
い
わ
ゆ
る
満
州
事
変
以
降
、
一
九
三
七
年
の
日
中
全
面
戦
争
へ
の
突
入
を
へ
て
、

一
九
四
一
年
以
降
の
太
平
洋
戦
争
に
至
る
約
一
五
年
間
も
の
戦
争
状
態
も
あ
っ
て
、
兵
士
を
増
や
す
べ
く
人
口
増
加
の
必
要
が
叫
ば
れ
、
そ
の
た
め

に
「
産
め
よ
殖
や
せ
よ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
多
産
が
奨
励
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
優
生
法
の
下
で
の
断
種
の
実
施
数
は
わ
ず
か
五
三
八
人

に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
22
）。

民
族
優
生
・
人
種
衛
生
の
思
想
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
軍
国
日
本
と
に
共
通
し
て
流
行
し
、
当
時
の
日
本
も
ド
イ
ツ
に
な
ら
っ
て
法
律
を
作
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
優
生
政
策
の
実
施
状
況
は
二
つ
の
国
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

戦
後
の
ド
イ
ツ
で
は
全
く
逆
に
、
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
反
省
か
ら
優
生
思
想
や
優
生
政
策
が
退
け
ら
れ
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
日
本
で
は
、
む

し
ろ
優
生
思
想
と
優
生
政
策
と
が
戦
前
よ
り
も
強
化
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

一
三



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

一
四

二
　
優

生

保

護

法

１
　
優
生
保
護
法
の
立
法
理
由
│
│
優
生
政
策
の
強
化

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
結
果
、
内
外
の
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
た
。
し
か
し
幸
い
に
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
在
外
日
本
人
の
帰
国
、
兵
士
た

ち
の
復
員
、
物
資
や
食
料
の
欠
乏
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
死
・
空
襲
・
徴
兵
・
弾
圧
の
な
い
平
和
な
生
活
の
復
活
│
│
こ
う
し
た
諸
原
因
が
重
な
っ
て
、

戦
後
日
本
の
人
口
は
増
加
に
転
じ
、
戦
前
と
は
逆
に
人
口
過
剰
が
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
と
と
も
に

「
不
良
な
子
孫
」
が
増
加
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
も
つ
人
が
、
増
え
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
産
児
制
限
運
動
家
や
産
婦
人
科
医
の
間
か
ら
妊
娠

中
絶
の
緩
和
を
要
求
す
る
声
が
大
き
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
戦
後
三
年
目
の
一
九
四
八
年
七
月
一
三
日
に
「
優
生
保
護
法
」
が
制
定
さ
れ
、
同
年
九

月
一
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
法
律
は
、
そ
れ
以
降
、
い
く
つ
か
の
点
で
改
訂
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
本
線
は
一
九
九
六
年
ま
で
実
に
半
世
紀
近
く
効
力
を
も
ち
続
け
た
（
23
）。

優

生
保
護
法
も
ま
た
、
国
民
優
生
法
と
同
様
の
優
生
思
想
に
立
脚
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
強
い
優
生
思
想
を
示
し
て
お
り
、
優
生
保
護

法
に
よ
っ
て
日
本
の
国
家
優
生
政
策
は
強
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
優
生
保
護
法
は
そ
の
第
一
条
で
端
的
に
「
優

生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
打
ち
出
し
、
国
民
優
生
法
と
同
様
の
任
意
断
種
の
み
な
ら
ず
（
第
三
条
）、

ナ
チ
ス
断
種
法
と
同
様
、
遺
伝
性
の
精
神
・
身
体
疾
患
を
理
由
と
す
る
強
制
断
種
を
も
導
入
し
、
国
民
優
生
法
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
強
制
断
種
を

実
施
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
、
遺
伝
性
疾
患
を
理
由
と
す
る
中
絶
さ
え
合
法
化
し
た
（
第
一
四
条
）
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
優
生
保
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護
法
の
特
徴
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

２
　
断
種
の
対
象
と
な
る
病
気

ま
ず
、
優
生
保
護
法
で
断
種
（
国
民
優
生
法
と
同
じ
く
、
優
生
保
護
法
で
も
断
種
は
優
生
手
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
対
象
と
な
る
病
気
は
、
そ

の
第
三
条
①
の
一
お
よ
び
二
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
ま
た
は
配
偶
者
が
次
の
疾
患
に
罹
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

遺
伝
性
精
神
病
　
遺
伝
性
精
神
病
質
　
遺
伝
性
精
神
薄
弱
　
遺
伝
性
身
体
疾
患
　
遺
伝
性
奇
形

な
お
、
優
生
保
護
法
の
末
尾
の
「
別
表
」
は
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
・
個
別
的
な
病
気
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ナ
チ
ス
断
種
法
が
対
象
と

し
た
病
気
の
み
な
ら
ず
、
は
る
か
に
広
範
な
病
気
を
含
ん
で
い
た
。

一
　
遺
伝
性
精
神
病

精
神
分
裂
病
、
そ
う
う
つ
病

、
、
、
、
、

、
て
ん
か
ん

、
、
、
、

二
　
遺
伝
性
精
神
薄
弱

三
　
顕
著
な
遺
伝
性
精
神
病
質

顕
著
な
異
常
性
欲

顕
著
な
犯
罪
傾
向

四
　
顕
著
な
遺
伝
性
身
体
疾
患

一
五



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

一
六

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
氏
舞
踏
病
、
遺
伝
性
脊
髄
性
運
動
失
調
症
、
遺
伝
性
小
脳
性
運
動
失
調
症
、
神
経
性
進
行
性
筋
い、
縮
症
、
進
行
性
筋
性

筋
栄
養
障
が
い
、
、

症
、
筋
緊
張
病
、
先
天
性
筋
緊
張
消
失
症
、
先
天
性
軟
骨
発
育
障
が
い
、
、

、
白
児
、
魚
り
ん
せ
ん

、
、
、
、

、
多
発
性
軟
性
神
経
繊

維
し
ゅ
、
、

、
結
節
性
硬
化
症
、
先
天
性
表
皮
水
ほ
う
、
、

症
、
先
天
性
ポ
ル
フ
ィ
リ
ン
尿
症
、
先
天
性
手
掌
足
し
ょ
、
、

角
化
症
、
網
膜
色
素
変
性
、

全
色
盲
、
先
天
性
眼
球
震
と
う
、
、

、
青
色
き
ょ
う

、
、
、

膜
、
遺
伝
性
の
難
聴
又
は
ろ
う
、
血
友
病

五
　
強
度
な
遺
伝
性
奇
型

裂
手
、
裂
足
、
先
天
性
骨
欠
損
症

〔
傍
点
は
法
律
原
文
〕

こ
の
よ
う
に
し
て
優
生
保
護
法
も
ま
た
、
ナ
チ
ス
断
種
法
、
国
民
優
生
法
と
同
様
、
基
本
的
に
は
遺
伝
性
疾
患
を
断
種
の
対
象
と
し
て
い
た
が
、

や
が
て
優
生
保
護
法
で
は
非
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
も
ま
た
、
断
種
の
対
象
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
三
条
①
の
一
の
後
半
お
よ

び
第
一
二
条
）
（
24
）。

さ
ら
に
、
優
生
保
護
法
で
は
、
断
種
の
対
象
と
し
て
こ
れ
ら
の
病
気
以
外
に
、
新
た
に
「
癩
疾
患
」、
つ
ま
り
ハ
ン
セ
ン
病
が
加
え
ら
れ
た
（
第

三
条
①
の
三
）。
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
断
種
は
ナ
チ
ス
の
断
種
法
に
さ
え
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

３
　
強
制
断
種
の
導
入
と
実
施

次
に
強
制
断
種
の
導
入
と
実
施
を
見
て
み
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
強
制
断
種
は
戦
前
の
国
民
優
生
法
の
第
六
条
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
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そ
の
実
施
は
凍
結
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
優
生
保
護
法
は
第
四
条
に
お
い
て
強
制
断
種
を
規
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
実
施
に
移
し

た
。
第
四
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
医
師
は
、
診
断
の
結
果
、
別
表
に
掲
げ
る
疾
患
に
羅
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
疾
患
の
遺
伝
を
防
止
す
る
た
め
優
生
手
術
を
行
う
こ
と
が
公
益
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
優
生
保
護
審

査
会
に
優
生
手
術
を
行
う
こ
と
の
適
否
に
関
す
る
審
査
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
の
結
果
、
優
生
保
護
法
が
存
続
し
た
一
九
四
八
年
か

ら
一
九
九
六
年
ま
で
四
八
年
間
に
、
約
一
万
六
五
〇
〇
人
に
強
制
断
種
が
行
わ
れ
た
（
25
）。

こ
の
数
は
ナ
チ
ス
断
種
法
の
被
害
者
約
三
〇
万
人
以
上
に
比

べ
れ
ば
非
常
に
少
な
い
け
れ
ど
も
、
民
主
主
義
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
国
法
に
基
づ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
「
生
む
権
利
」
を
奪
わ
れ
た
と
い
う

事
実
は
、
決
し
て
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

４
　
妊
娠
中
絶
の
合
法
化

人
口
妊
娠
中
絶
は
ナ
チ
ス
断
種
法
で
は
導
入
さ
れ
た
が
、
戦
前
の
日
本
の
国
民
優
生
法
で
は
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
妊
娠
中
絶
は
戦
後

の
優
生
保
護
法
に
よ
っ
て
初
め
て
合
法
化
さ
れ
た
（
第
一
四
条
）。
刑
法
第
二
一
二
条
│
二
一
六
条
の
堕
胎
罪
に
対
す
る
例
外
法
が
こ
こ
に
登
場
し

た
わ
け
で
あ
る
。

優
生
保
護
法
に
お
い
て
中
絶
の
許
容
条
件
と
し
て
は
、
同
法
の
中
の
断
種
許
容
条
件
と
同
じ
も
の
が
、
ま
ず
掲
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
人
ま

た
は
配
偶
者
が
次
の
疾
患
に
罹
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
第
一
四
条
①
の
一
お
よ
び
二
）。

遺
伝
性
お
よ
び
非
遺
伝
性
の
精
神
病
、
精
神
薄
弱
、
精
神
病
質
、
遺
伝
性
身
体
疾
患
、
遺
伝
性
奇
形

一
七



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

一
八

い
い
か
え
れ
ば
、
親
に
起
因
す
る
優
生
学
上
の
理
由
で
胎
児
を
中
絶
す
る
こ
と
が
、
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
胎
児
自
身
の
障
害
を
理
由
と
す
る
中
絶
ま
で
容
認
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
障
害
胎
児
の
中
絶
は
優
生
保
護
法

の
下
で
も
違
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
断
種
の
場
合
と
同
様
、
中
絶
理
由
の
中
に
「
ら
い
疾
患
」
が
加
え
ら
れ
た
（
第
一
四
条
①
の
三
）。

以
上
の
よ
う
な
優
生
学
的
理
由
以
外
に
、
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
場
合
に
も
中
絶
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・「
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
」（
第
一
四
条
①
の
四
）

・「
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
っ
て
又
は
抵
抗
若
し
く
は
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
間
に
姦
淫
さ
れ
て
妊
娠
し
た
も
の
」（
第
一
四
条
①
の
五
）

一
九
七
二
年
に
政
府
は
、
優
生
保
護
法
に
お
け
る
「
経
済
的
理
由
に
よ
る
中
絶
」
を
削
除
し
、
新
た
に
障
害
胎
児
の
中
絶
を
許
容
す
る
条
項
（
胎

児
条
項
、
選
択
的
中
絶
）
を
加
え
る
こ
と
を
、
企
て
た
。
し
か
し
前
者
に
対
し
て
は
、
多
く
の
産
婦
人
科
医
師
や
生
殖
の
自
己
決
定
権
を
主
張
す
る

女
性
た
ち
か
ら
反
対
の
声
が
強
ま
っ
た
。
ま
た
、
後
者
に
対
し
て
は
、
障
害
者
の
生
存
権
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
障
害
者
団
体

「
青
い
芝
の
会
」
な
ど
が
強
い
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
政
府
改
正
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
（
26
）。

優
生
保
護
法
に
お
い
て
も
、
障
害

を
も
つ
胎
児
を
中
絶
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
場
合
で
あ
れ
、
中
絶
可
能
の
期
間
は
厚
生
事
務
次
官
通
知
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
一
年
以
降
は

妊
娠
二
二
週
未
満
と
さ
れ
て
い
る
（
27
）。

こ
れ
は
現
行
の
母
体
保
護
法
の
下
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
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５
　
断
種
・
中
絶
の
手
続
き
と
優
生
相
談

国
民
優
生
法
で
は
断
種
に
際
し
て
優
生
審
査
会
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
機
能
は
優
生
保
護
法
で
は
優
生
保
護
審
査
会
に
引
き
継
が
れ
た
。

そ
こ
で
の
断
種
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
と
き
は
、
公
衆
衛
生
審
議
会
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
機

関
は
断
種
の
適
否
の
み
を
審
査
す
る
権
限
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
中
絶
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
た
審
査
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
優
生
保
護
法
の
指
定
医

師
が
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
れ
ば
、
中
絶
を
実
施
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
一
四
条
①
）。

さ
ら
に
優
生
保
護
法
で
は
優
生
保
護
相
談
所
が
開
設
さ
れ
、「
優
生
保
護
の
見
地
か
ら
結
婚
の
相
談
に
応
じ
、
遺
伝
そ
の
他
優
生
保
護
上
必
要
な

知
識
の
普
及
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
受
胎
調
節
に
関
す
る
適
正
な
方
法
を
普
及
指
導
す
る
」（
第
二
〇
条
）
も
の
と
さ
れ
た
。

６
　
断
種
・
中
絶
の
実
施
状
況

優
生
保
護
法
が
存
続
し
た
期
間
、
つ
ま
り
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
の
四
八
年
間
に
強
制
断
種
を
受
け
た
被
害
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

統
計
上
、
約
一
万
六
五
〇
〇
人
で
あ
る
（
28
）。

こ
の
数
は
ナ
チ
ス
断
種
法
の
被
害
者
数
約
三
〇
万
人
以
上
と
比
べ
る
と
、
非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
戦
後

の
ド
イ
ツ
で
は
ほ
と
ん
ど
の
州
で
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
が
廃
止
さ
れ
、
強
制
断
種
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
戦
後
の
日
本
で
は
民
主
主

義
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
一
種
の
人
権
侵
害
と
も
い
え
る
強
制
断
種
が
五
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
続
け
た
と
い
う
事
実
に
、
今
更
な
が
ら
驚

き
を
禁
じ
得
な
い
。
な
お
任
意
断
種
の
件
数
も
含
め
る
と
、
日
本
に
お
け
る
断
種
総
数
は
一
九
四
八
│
一
九
九
六
年
に
約
八
万
四
五
〇
〇
人
に
の

一
九



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
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二
〇

ぼ
る
（
29
）。

次
に
優
生
保
護
法
の
存
続
期
間
に
人
口
妊
娠
中
絶
は
ど
れ
く
ら
い
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
厚
生
省
の
統
計
報
告
に
よ
れ
ば
一
九
九
四
年
に
は

中
絶
人
数
は
三
六
万
四
三
五
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
九
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
強
姦
を
理
由
と
す
る

中
絶
は
わ
ず
か
二
一
一
人
に
す
ぎ
な
い
（
30
）。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
届
け
出
ら
れ
た
表
向
き
の
数
字
で
し
か
な
い
。
統
計
に
は
現
れ
な
い
闇
の
中

絶
を
含
め
れ
ば
、
実
際
の
中
絶
数
は
年
間
三
〇
〇
万
人
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
（
31
）。

こ
れ
を
事
実
と
す
れ
ば
、
一
日
に
平
均
一
万
近
く
の
胎

児
の
命
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
慄
然
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

三
　
母

体

保

護

法

優
生
保
護
法
は
制
定
か
ら
約
半
世
紀
の
後
、
一
九
九
六
年
に
大
き
く
改
訂
さ
れ
て
、
名
称
も
母
体
保
護
法
と
改
称
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
32
）。

全
体
の
条
文
の
量
も
約
半
分
に
縮
小
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
特
徴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

「
優
生
」
と
い
う
用
語
の
排
除

優
生
保
護
法
と
の
基
本
的
な
相
違
点
と
し
て
、
ま
ず
優
生
思
想
を
示
す
文
言
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
の
名

称
自
体
か
ら
「
優
生
」
と
い
う
言
葉
が
消
え
た
だ
け
で
な
く
、
各
条
文
の
中
か
ら
も
「
優
生
」
と
い
う
語
が
消
え
た
。
国
民
優
生
法
や
優
生
保
護
法
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で
断
種
を
意
味
し
た
「
優
生
手
術
」
と
い
う
用
語
は
、「
不
妊
手
術
」
と
い
う
用
語
に
変
え
ら
れ
た
。

特
に
第
一
条
で
は
、
か
つ
て
の
優
生
保
護
法
で
高
ら
か
に
謳
わ
れ
た
「
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
し
」
と
い
う
、
優
生
思

想
を
示
す
文
言
が
削
除
さ
れ
、
母
体
保
護
法
は
「
不
妊
手
術
及
び
人
口
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
母
性
の
生
命
健
康
を

保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
改
訂
さ
れ
た
。

２
　
優
生
政
策
の
後
退

（
一
）
優
生
保
護
法
で
は
第
三
条
①
の
前
半
で
遺
伝
病
患
者
、
精
神
病
患
者
、
精
神
薄
弱
者
、
遺
伝
性
疾
患
、
遺
伝
性
奇
形
お
よ
び
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
に
対
す
る
断
種
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
第
三
条
①
の
前
半
と
、
強
制
断
種
を
規
定
し
た
第
四
条
、
お
よ
び
第
五
条
以
下
の
断
種
に
関
す

る
第
一
三
条
ま
で
が
母
体
保
護
法
で
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
と
平
行
し
て
、
中
絶
の
理
由
と
し
て
上
記
の
同
じ
疾
患
を
掲
げ
て
い
た
優
生
保
護
法
の

第
一
四
条
①
の
前
半
も
削
除
さ
れ
た
。「
別
表
」
の
病
名
リ
ス
ト
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
て
母
体
保
護
法
で
は
強
制
断
種
は
廃
止
さ
れ
、「
妊
娠
又
は
分
娩
が
、
母
体
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
」
と
き
、
お
よ
び

「
現
に
数
人
の
子
を
有
し
、
か
つ
、
分
娩
ご
と
に
母
体
の
健
康
度
を
著
し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
」
と
き
に
限
り
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
同

意
を
得
て
任
意
断
種
の
み
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
一
四
条
①
の
一
、
二
）。

ま
た
、
優
生
保
護
法
に
定
め
ら
れ
た
優
生
保
護
審
査
会
、
公
衆
衛
生
審
議
会
、
優
生
相
談
所
は
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
条
文
は
、
母
体
保

護
法
で
は
削
除
さ
れ
た
。

二
一
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二
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（
二
）
前
述
の
よ
う
に
、
母
体
保
護
法
で
は
中
絶
理
由
の
中
か
ら
遺
伝
性
疾
患
・
精
神
病
な
ど
の
優
生
学
的
理
由
が
削
除
さ
れ
た
。
母
体
保
護
法

で
も
引
き
続
き
残
さ
れ
た
妊
娠
中
絶
の
許
容
理
由
は
、
次
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。

・「
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
」（
第
一
四
条
①
の
一
）

・「
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
っ
て
又
は
抵
抗
若
し
く
は
拒
絶
で
き
な
い
間
に
姦
淫
﹇
強
姦
﹈
さ
れ
て
妊
娠
し
た
も
の
」（
同
二
）

し
た
が
っ
て
、
優
生
保
護
法
の
場
合
と
同
じ
く
、
母
体
保
護
法
の
下
で
も
障、
害、
胎、
児、
の、
中、
絶、
は、
認、
め、
ら、
れ、
て、
い、
な、
い、。

な
お
、
中
絶
を
実
施
で
き
る
期
間
は
妊
娠
二
二
週
未
満
に
限
る
と
し
た
厚
生
事
務
次
官
通
知
は
、
母
体
保
護
法
の
下
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
（
33
）。

以
上
の
よ
う
に
母
体
保
護
法
の
特
徴
を
追
っ
て
く
る
と
、
優
生
保
護
法
が
も
っ
て
い
た
ナ
チ
ス
的
要
素
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
　
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
隔
離
・
断
種
・
中
絶

強
制
断
種
や
強
制
中
絶
の
被
害
者
と
し
て
近
年
の
日
本
で
特
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
ケ
ー
ス
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
こ
の
問
題
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
九
〇
七
年
に
「
癩
予
防
ニ
関
ス
ル
件
」
と
い
う
名
の
法
律
が
作
ら
れ
、
国
家
の
優
生
政
策
の
一
つ
と
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
隔
離
・
収
容
が

実
施
さ
れ
は
じ
め
た
。

一
九
一
五
年
に
は
光
田
健
輔
医
師
が
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
断
種
手
術
を
実
施
し
は
じ
め
た
。
欧
米
諸
国
が
し
だ
い
に
隔
離
政
策
を
廃
止
し
て
い

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
戦
後
も
長
ら
く
隔
離
政
策
を
続
け
た
の
は
、
光
田
医
師
ら
の
強
い
影
響
力
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
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一
九
三
一
年
に
「
癩
予
防
法
」
が
制
定
さ
れ
（
一
九
五
三
年
に
「
ら
い
予
防
法
」
と
改
称
・
改
訂
）、
患
者
の
隔
離
・
断
種
・
中
絶
が
推
進
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
入
所
患
者
同
士
が
結
婚
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
断
種
が
条
件
と
さ
れ
た
。
断
種
手
術
は
医
師
で
な
い
療
養
所
職
員
に
よ
っ
て

も
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
女
性
患
者
が
妊
娠
し
た
場
合
に
は
中
絶
が
強
制
さ
れ
た
。

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
「
救
お
う
」
と
し
て
努
力
し
た
多
く
の
「
善
意
」
の
人
々
も
、
多
く
の
国
民
と
同
様
、
隔
離
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
果
的
に
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
苦
悩
や
人
権
侵
害
を
長
引
か
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

戦
後
の
一
九
四
八
年
に
制
定
さ
れ
た
優
生
保
護
法
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
強
制
断
種
（
第
三
条
①
の
三
）
と
中
絶
（
第
一
四
条
①
の
三
）
を
も
規

定
し
た
。
こ
の
法
律
も
ま
た
、
ら
い
予
防
法
と
同
じ
く
一
九
九
六
年
ま
で
存
続
し
た
。

一
九
九
六
年
に
ら
い
予
防
法
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
、
菅
直
人
厚
生
大
臣
が
ら
い
予
防
法
廃
止
の
遅
れ
を
謝
罪
し
た
。
ま
た
国
会
の
衆
参
両
厚
生
委

員
会
は
「
長
年
に
わ
た
り
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
家
族
の
方
々
の
尊
厳
を
傷
つ
け
多
く
の
痛
み
と
苦
し
み
を
与
え
て
き
た
こ
と
」
を
付
帯
決
議
し
て
謝

罪
し
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
を
取
り
巻
く
状
況
は
な
か
な
か
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
一
九
九
八
年
七
月
三
一
日
、
熊
本
県
の
菊
池
恵
楓
園
四
名
と
鹿
児
島
県
の
星
塚
敬
愛
園
九
名
の
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
一
三
名
が
国
家
賠

償
請
求
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
二
〇
〇
一
年
五
月
一
一
日
、
熊
本
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
決
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
感
染
力
が
弱
く
、
通
院

治
療
も
可
能
で
あ
る
の
に
、
戦
後
も
長
ら
く
隔
離
政
策
を
続
け
、
法
律
を
変
え
な
か
っ
た
国
の
責
任
（
立
法
不
作
為
＝
怠
慢
の
責
任
）
を
認
め
、
慰

謝
料
の
支
払
い
を
命
じ
た
。
国
は
控
訴
を
断
念
し
た
。
同
年
六
月
一
五
日
、
ハ
ン
セ
ン
病
補
償
法
が
成
立
し
、
元
患
者
に
対
す
る
補
償
（
一
人
に

つ
き
八
〇
〇
万
―
一
四
〇
〇
万
円
）
が
開
始
さ
れ
た
（
34
）。

確
か
に
一
九
九
六
年
に
は
ら
い
予
防
法
が
廃
止
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
は
裁
判
の
結
果
、
国
の
法
的
責
任
も
認
め
ら
れ
、
元
患
者
の
名
誉
が
回
復

二
三
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さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
も
二
〇
〇
三
年
に
お
け
る
阿
蘇
の
ホ
テ
ル
に
よ
る
元
患
者
に
対
す
る
宿
泊
拒
否
事
件
や
、
そ
れ
に
対
す
る
元
患
者
の

対
応
に
対
す
る
少
な
か
ら
ぬ
抗
議
（
い
や
が
ら
せ
？
）
電
話
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
偏
見
は
、
ま
だ
ま
だ
消
え
去
っ

て
は
い
な
い
。
真
の
差
別
意
識
の
解
消
と
人
権
回
復
へ
の
道
程
に
は
、
今
後
も
粘
り
強
い
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
日
本
の
旧
植
民
地
時
代
に
開
設
さ
れ
た
韓
国
と
台
湾
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
入
所
者
た
ち
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
補
償
法
に
基
づ
い
て
日
本

人
元
患
者
へ
の
補
償
と
同
様
の
補
償
を
求
め
て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
二
五
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
韓
国

の
小
鹿
島
（
ソ
ロ
ク
ト
）
療
養
所
入
所
者
に
対
し
て
は
「
国
会
で
は
旧
植
民
地
へ
の
補
償
は
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
そ
の
請
求
を
棄
却
し

た
が
、
台
湾
の
楽
生
療
養
院
入
所
者
に
対
し
て
は
、
日
本
国
内
の
入
所
者
と
同
じ
よ
う
に
償
う
の
が
法
の
趣
旨
に
か
な
う
と
し
て
、
そ
の
請
求
を
認

め
た
（
35
）。

こ
う
し
た
判
決
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
日
本
国
が
種
を
蒔
い
た
も
の
の
実
を
日
本
国
が
刈
り
入
れ
、
適
正
な
補
償
を
行
う
べ
き
で
あ
る
の
は
、

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
厚
生
労
働
省
が
設
置
し
た
第
三
者
機
関
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
検
証
会
議
」
は
、
こ
う
し
た
判
決
以
前
に
、
す
で
に
二
〇
〇
五
年
三
月
の
報

告
書
で
、
植
民
地
統
治
下
の
入
所
者
に
つ
い
て
も
「
日
本
国
内
の
患
者
と
同
様
の
人
権
被
害
を
受
け
た
」
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
国
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
の
東
京
地
裁
判
決
に
つ
い
て
、
敗
北
し
た
台
湾
訴
訟
の
判
決
を
不
服
と
し
て
、
東
京
高
裁
に
控
訴
し
た
。

し
か
し
他
方
、
国
会
で
は
「
新
し
い
法
の
手
当
て
が
必
要
」
と
し
て
、
日
本
の
植
民
地
統
治
時
代
に
韓
国
、
台
湾
、
南
洋
諸
島
で
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所
に
強
制
隔
離
さ
れ
た
入
所
者
を
も
対
象
に
含
め
る
ハ
ン
セ
ン
病
補
償
法
の
改
正
案
が
、
超
党
派
の
議
員
立
法
と
し
て
二
〇
〇
六
年
二
月
三
日
に

成
立
し
た
。
対
象
者
は
約
四
三
〇
人
で
、
一
律
八
〇
〇
万
円
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
36
）。
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五
　
処
罰
・
謝
罪
・
補
償
│
│
ド
イ
ツ
と
日
本

１
　
責
任
追
及
と
処
罰

強
制
断
種
や
強
制
妊
娠
中
絶
を
立
案
・
計
画
・
実
施
し
た
責
任
者
や
実
行
者
の
責
任
追
及
や
処
罰
は
、
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

他
の
国
々
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
は
法
律
に
基
づ
く
正
当
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
は
ナ
チ
ス

法
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
断
種
被
害
者
に
対
し
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
で
は
補
償
金

が
支
給
さ
れ
た
。

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
は
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
に
基
づ
く
断
種
の
被
害
者
約
三
〇
万
人
以
上
の
中
か
ら
、
や
が
て
約
二
〇
万
人
が
秘
密
《
安
楽
死
作

戦
》
の
犠
牲
者
と
な
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
こ
の
安
楽
死
作
戦
の
責
任
者
・
実
行
者
と
し
て
患
者
た
ち
を
殺
害
し
た
人
々
に
対
し
て
は
、
戦
後
そ
の
責

任
が
問
わ
れ
、
幾
人
か
が
訴
追
さ
れ
た
う
え
で
、
裁
判
の
結
果
、
処
罰
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
安
楽
死
作
戦
の
最
高
責
任
者
の
一
人
カ
ー
ル
・
ブ
ラ

ン
ト
医
師
は
終
戦
直
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
医
師
裁
判
に
お
い
て
一
九
四
七
年
八
月
二
〇
日
に
死
刑
の
判
決
を
受
け
、
死
刑
は
翌
年
六
月
二
日
に
執

行
さ
れ
た
（
37
）。

他
の
か
な
り
の
医
師
・
官
僚
た
ち
も
有
罪
判
決
を
受
け
た
り
、
自
殺
し
た
り
し
た
。
し
か
し
逃
亡
し
た
り
、
罪
を
免
れ
た
も
の
も
少
な

く
な
か
っ
た
と
い
う
。
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
ス
犯
罪
に
は
時
効
が
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
「
ナ
チ
ス
犯
罪
追
及
本
部
」
の
検
事
・
捜
査
官

た
ち
が
捜
査
や
起
訴
の
関
係
任
務
を
続
行
し
て
い
る
。

二
五
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２
　
謝
　
罪

ナ
チ
ズ
ム
の
犠
牲
者
に
対
す
る
最
も
包
括
的
な
謝
罪
表
明
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領

の
演
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
八
五
年
五
月
八
日
の
西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
と
ナ
チ
ス
暴
力
支
配
と
の
終
結
四
〇
周

年
に
あ
た
っ
て
」
と
題
す
る
約
四
五
分
の
演
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
で
も
『
荒
れ
野
の
40
年
』（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
一
九
八
六
年
）
と
い
う

書
名
で
翻
訳
出
版
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
こ
の
演
説
の
中
で
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
初
め
と
す
る
数
々
の
犠
牲
者
た

ち
を
列
挙
し
、
そ
の
中
に
「
殺
害
さ
れ
た
精
神
病
患
者
」
と
「
非
人
間
的
な
強
制
的
不
妊
手
術
に
よ
る
悲
嘆
（
38
）」

を
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
こ
と

を
心
に
刻
み
、「
罪
の
有
無
、
老
若
男
女
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
わ
れ
わ
れ
全
員
が
過
去
を
引
き
受
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全
員
が
過
去
か
ら
の
帰
結

に
関
わ
り
あ
っ
て
お
り
、
過
去
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
（
39
）」

と
強
調
し
て
い
る
。

戦
後
の
ド
イ
ツ
各
地
に
は
ナ
チ
ス
犯
罪
の
犠
牲
者
を
悼
む
記
念
碑
が
数
多
く
作
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ナ
チ
ス
安
楽
死
作
戦
に
抵
抗
し
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
患
者
た
ち
を
守
る
こ
と
に
成
功
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
福
祉
施
設
ベ
ー
テ
ル
で
さ
え
、
戦
時
中
に
約
三
〇
〇
〇
人
の
入
所
者
の
中
か

ら
一
〇
〇
人
近
く
の
安
楽
死
犠
牲
者
を
出
し
、
ま
た
一
〇
〇
〇
人
あ
ま
り
に
断
種
手
術
を
施
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
安
楽
死
作
戦
開
始
か
ら
四
〇
年

目
の
一
九
八
九
年
、
ベ
ー
テ
ル
の
シ
オ
ン
教
会
の
外
壁
に
は
、
断
種
お
よ
び
安
楽
死
の
犠
牲
者
た
ち
を
悼
ん
で
、
次
の
よ
う
な
追
悼
プ
レ
ー
ト
が
除

幕
さ
れ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
き
、
た
だ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
間
に
お
と
し
め
ら
れ
、
殺
害

さ
れ
、
葬
ら
れ
た
人
々
を
心
に
刻
も
う
。
主
な
る
神
よ
、
憐
れ
み
た
ま
え
（
40
）」。
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日
本
で
は
強
制
断
種
を
含
め
て
優
生
保
護
法
の
犠
牲
者
に
対
す
る
謝
罪
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
対
す
る
謝
罪
は
、
前

述
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
　
補
　
償

戦
後
ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
ス
断
種
法
に
お
け
る
強
制
断
種
の
生
存
被
害
者
（
約
一
〇
万
人
と
推
定
さ
れ
た
）
に
対
し
て
は
、「
苛
酷
緩
和
給
付
」
と

し
て
一
九
八
〇
年
に
一
人
に
つ
き
五
〇
〇
〇
マ
ル
ク
（
約
五
〇
万
円
）
の
補
償
が
行
わ
れ
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
は
月
額
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
（
約
一

万
円
）
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
安
楽
死
の
犠
牲
者
（
約
一
〇
万
人
）
の
遺
族
に
も
一
律
五
〇
〇
〇
マ
ル
ク
が
支
給
さ
れ
た
（
41
）。

ち
な
み
に
戦
前
か
ら
最
近
ま
で
断
種
法
を
も
ち
続
け
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
断
種
被
害
者
に
対
し
て
一
人
に
つ
き
一
七
万
五

〇
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
（
約
二
〇
〇
万
円
）
の
補
償
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
〇
日
ま
で
に
一
一
二
七
人
に
支
払
わ
れ
た
（
42
）。

日
本
で
は
、
一
九
九
七
年
九
月
一
六
日
に
障
害
者
や
女
性
グ
ル
ー
プ
な
ど
一
七
団
体
と
有
志
が
、
優
生
保
護
法
の
下
で
強
制
的
に
不
妊
手
術
を
施

さ
れ
た
人
た
ち
へ
の
謝
罪
と
補
償
な
ど
を
求
め
る
要
望
書
を
、
厚
生
省
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
厚
生
省
母
子
保
健
課
は
、「
医
師
の
申
請
に

よ
る
不
妊
手
術
は
、
法
に
基
づ
き
客
観
的
な
審
査
を
経
て
実
施
さ
れ
、
再
審
査
も
請
求
で
き
る
な
ど
一
方
的
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
（
43
）。

そ
れ
以
後

も
謝
罪
や
補
償
な
ど
の
対
応
が
と
ら
れ
た
痕
跡
は
無
い
。

日
本
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
入
所
者
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
七
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む
　
す
　
び

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
は
、
優
生
思
想
や
優
生
政
策
が
流
行
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
と
土
壌
の
中
で
欧
米
諸
国
に
お
い

て
断
種
法
が
次
々
と
制
定
さ
れ
て
行
っ
た
。
と
く
に
一
九
三
四
年
に
施
行
さ
れ
た
ナ
チ
ス
断
種
法
＝
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
は
日
本
に
も
決
定
的
な
影

響
を
与
え
、
つ
い
に
一
九
四
〇
年
、
国
民
優
生
法
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
律
は
任
意
断
種
の
み
を
実
施
し
た
が
、
こ
の
法
律
の
立
法
理
由
、
目
的
は
、

遺
伝
病
患
者
の
断
種
に
よ
っ
て
悪
質
遺
伝
病
の
増
加
を
阻
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
民
族
の
退
化
を
防
ぎ
、
国
民
の
素
質
向
上
を
図
り
、

国
家
の
発
展
に
資
す
る
と
い
う
も
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ナ
チ
ス
断
種
法
の
立
法
理
由
と
も
共
通
す
る
民
族
優
生
思
想
＝
優
生
学
的
人
種
主
義
が
伺

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
戦
前
・
戦
中
に
は
兵
士
補
充
の
た
め
の
人
口
増
加
の
要
請
、
つ
ま
り
「
産
め
よ
、
殖
や
せ
よ
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
あ
っ
て
、
断

種
の
実
施
数
は
無
き
に
等
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
戦
後
に
な
る
と
、
人
口
急
増
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
要
請
も
手
伝
っ
て
、
日
本
の
優
生
政
策
は
か
え
っ
て
強
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
一

九
四
八
年
に
作
ら
れ
た
優
生
保
護
法
は
、
こ
の
法
律
の
名
称
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
不
良
の
子
孫
の
出
生
を
防
止
」
す
る
と
い
う
公
然
た
る
優
生

思
想
を
掲
げ
て
、
遺
伝
病
・
精
神
病
な
ど
の
優
生
学
上
の
理
由
で
強
制
断
種
を
実
施
し
、
同
じ
優
生
学
上
の
理
由
で
の
中
絶
を
も
許
容
す
る
法
律
で

あ
っ
た
。
あ
わ
せ
て
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ
の
断
種
と
中
絶
を
も
規
定
し
て
い
た
優
生
保
護
法
は
、
ら
い
予
防
法
と
同
じ
く
一
九
九
六
年
ま
で
存
続
し

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
家
の
優
生
政
策
の
被
害
者
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
謝
罪
や
補
償
が
行
わ
れ
た
が
、
日
本
で
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
場
合
を
除
い
て
、

そ
う
し
た
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

日
本
の
現
行
の
母
体
保
護
法
の
登
場
（
一
九
九
六
年
）
に
は
ナ
チ
ズ
ム
の
痕
跡
は
消
滅
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ナ
チ
ズ
ム
の
中
核
要
素
の

一
つ
で
あ
る
人
種
的
優
生
思
想
は
、
こ
ん
に
ち
の
世
界
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
消
え
去
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。「
優
秀
」
な
人
間
の

誕
生
や
増
加
を
希
求
し
、
逆
に
「
劣
等
」
な
人
間
の
誕
生
阻
止
や
減
少
を
図
る
た
め
に
様
々
な
技
術
と
工
夫
を
開
発
し
、
ひ
い
て
は
民
族
・
国
民
・

国
家
の
強
化
・
繁
栄
・
発
展
を
目
指
す
と
い
う
思
考
様
式
は
、
二
一
世
紀
の
今
も
変
わ
る
こ
と
な
く
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
遺
伝
子
診
断
、
受
精
卵
診
断
、
出
生
前
診
断
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
誕
生
な
ど
に
使
わ
れ
る
技
術
が
国
家
の
優
生
政
策
に
取

り
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
民
族
優
生
や
優
生
学
的
人
種
主
義
は
再
び
新
た
な
装
い
を
も
っ
て
登
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
人
種
的
優
生
思

想
や
優
生
政
策
は
ナ
チ
ズ
ム
や
日
本
の
国
民
優
生
法
・
優
生
保
護
法
だ
け
に
現
れ
た
過
去
の
遺
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
源
に

付
着
す
る
永
遠
の
難
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
注
意
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
九



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

三
〇

注（
１
）
藤
本
直
『
断
種
法
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
三
二
六
頁
に
よ
れ
ば
、「
我
が
国
で
断
種
法
制
定
の
必
要
が
説
か
れ
出
し
た
の
も
そ
う
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
然

し
乍
ら
…
俄
か
に
重
大
問
題
と
し
て
世
人
の
注
意
を
引
き
初
め
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
此
処
二
、
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
…
殊
に
ド
イ
ツ
国
が
一
九
三
四
年
一
月
一
日

か
ら
断
種
法
を
実
施
し
て
、
一
ヶ
年
の
内
に
六
万
人
近
く
を
断
種
し
、
而
か
も
そ
の
結
果
が
頗
る
良
好
だ
と
の
報
が
、
我
が
国
人
の
耳
目
を
欹
て
し
め
る
好
箇
の
刺
激
と

な
っ
た
こ
と
は
否
ま
れ
な
い
。
他
面
、
昭
和
十
一
年
〔
一
九
三
六
年
〕
の
十
一
月
に
は
我
が
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
に
防
共
協
定
が
結
ば
れ
、
両
国
は
頓
に
友
好
関
係
を
増

し
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
事
は
ド
イ
ツ
が
目
下
前
記
の
如
く
断
種
法
実
施
に
力
を
入
れ
て
い
る
関
係
か
ら
、
我
が
国
の
断
種
運
動
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も

見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
」。
た
だ
し
原
文
の
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
、
ま
た
旧
か
な
使
い
を
新
か
な
使
い
に
改
め
た
。
同
書
と
同
様
に
ナ
チ
ス
断
種
法
を
賛
美
す
る
当
時
の

専
門
書
と
し
て
、
青
木
延
春
『
優
生
結
婚
と
優
生
断
種
』
龍
吟
社
、
一
九
四
一
年
、
四
三
頁
。

（
２
）
鈴
木
善
次
『
日
本
の
優
生
学
│
そ
の
思
想
と
運
動
の
軌
跡
』
三
共
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
六
一
頁
参
照
。
な
お
、
二
〇
世
紀
前
半
に
断
種
法
を
作
っ
た
欧
米
諸
国
を

宗
教
的
に
み
る
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
色
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
多
い
国
で
は
断
種
法
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
を
中
心

と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
強
い
断
種
拒
否
姿
勢
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
く
わ
し
く
は
、
河
島
幸
夫
「
ナ
チ
ス
優
生
政
策
と
キ
リ
ス
ト
教
会
」
山
崎
喜
代

子
編
『
生
命
の
倫
理
│
そ
の
規
範
を
動
か
す
も
の
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
二
三
五
│
二
七
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
米
本
昌
平
『
遺
伝
管
理
社
会
│
ナ
チ
ス
と
近
未
来
』
弘
文
堂
、
一
九
八
九
年
、
一
一
七
│
二
〇
〇
頁
参
照
。V

gl.
K

arl
B

on
h

oeffer,
E

in
R

ü
ckb

lick
au

f
d

ie

A
u

sw
irku

n
g

d
es

n
ation

alsozialistisch
en

S
terilisation

sgesetzes,in
:D

er
N

erven
arzt,Jg.20 ,H

eft1 ,Jan
u

ar
1949 ,S

.1 .

（
４
）

R
eich

sgesetzblatt,
T

eil1 ,1933 ,
N

r.86 ,
S

.529 -531 ;
A

rth
u

r
G

ü
tt/E

rn
st

R
ü

d
in

/F
alk

R
u

ttke
( H

g.) ,
G

esetz
zu

r
V

erh
ü

tu
n

g
erbkran

ken
N

ach
w

u
ch

s-

es,
M

ü
n

ch
en
1934 ,

S
.56 -59 ;

In
go

von
M

ü
n

ch
( H

g.) ,
G

esetze
d

es
N

S
-S

taates,3 .
n

eu
b.

A
u

fl.,
P

ad
erborn

1994 ,
S

.112 -117 .

ナ
チ
ス
断
種
法
の
邦
訳
と
し

て
は
、
藤
本
直
、
前
掲
書
、
二
五
二
│
二
五
八
頁
。
青
木
延
春
、
前
掲
書
、
四
五
│
四
九
頁
。
米
本
昌
平
、
前
掲
書
、
一
二
三
│
一
二
八
頁
を
参
照
。

（
５
）
藤
本
直
、
前
掲
書
、
二
五
六
頁
。
青
木
延
春
、
前
掲
書
、
四
五
お
よ
び
五
二
頁
。

（
６
）

G
erh

ard
L

eu
th

old
,

V
eröffen

tlich
u

n
gen

d
es

m
ed

izin
isch

en
S

ch
rifttu

m
s

in
d

en
Jah

ren
1933 -1945

zu
m

T
h

em
a:

“G
esetz

zu
r

V
erh

ü
tu

n
g

erbkran
ken

N
ach

w
u

ch
ses

vom
14 .Ju

li1933 ”,D
iss.E

rlan
gen

-N
ü

rn
berg

1975 ,S
.8 f.

な
お
、
最
近
の
ド
イ
ツ
の
研
究
者
ギ
ー
ゼ
ラ
・
ボ
ッ
ク
女
史
は
ナ
チ
ス

断
種
法
の
断
種
被
害
者
数
を
約
四
〇
万
人
と
し
て
い
る
。G

isela
B

ock,
Z

w
an

gssterilisation
im

N
ation

alsozialism
u

s.
S

tu
d

ien
zu

r
R

assen
p

olitik
u

n
d

F
rau

en
p

olitik,W
estd

eu
tsch

er
V

erlag,O
p

lad
en
1986 ,S

.8 .

（
７
）
『
六
法
全
書
Ⅱ
』
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
版
、
有
斐
閣
、
三
一
五
八
│
三
一
六
〇
頁
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

（
８
）
「
本
人
の
同
意
な
し
の
不
妊
手
術
│
日
本
で
も
実
態
調
べ
て
」
朝
日
新
聞
（
福
岡
）、
一
九
九
七
年
九
月
一
七
日
。

（
９
）
『
六
法
全
書
Ⅱ
』
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
版
、
有
斐
閣
、
三
四
九
四
頁
。

（
10
）

A
.

G
ü

tt/E
.

R
ü

d
in

/F
.

R
u

ttke
( H

g.) ,
aaO

.,
S

.59 f.

青
木
延
春
、
前
掲
書
、
四
九
│
五
〇
頁
。
た
だ
し
、
邦
訳
原
文
の
旧
漢
字
を
当
用
漢
字
に
、
ま
た
旧
カ
ナ
使
い

を
新
カ
ナ
使
い
に
改
め
た
。

（
11
）
『
国
民
優
生
法
ニ
関
ス
ル
法
規
及
例
規
』
厚
生
省
予
防
局
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
、
一
頁
。
青
木
延
春
、
前
掲
書
、
三
七
七
頁
。

（
12
）
藤
本
直
、
前
掲
書
、
三
六
二
│
三
六
三
頁
。

（
13
）
『
国
民
優
生
法
釈
義
』
厚
生
省
予
防
局
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
三
月
、
四
九
頁
。

（
14
）
前
掲
書
『
国
民
優
生
法
釈
義
』
八
│
九
頁
。

（
15
）
前
掲
書
『
国
民
優
生
法
釈
義
』
二
三
頁
。

（
16
）
前
掲
書
『
国
民
優
生
法
ニ
関
ス
ル
法
規
及
例
規
』
一
頁
。
青
木
延
春
、
前
掲
書
、
三
七
七
頁
。

（
17
）

R
eich

sgesetzblatt,
T

eil1 ,1933 ,
N

r.86 ,
S

.529 ;
A

.G
ü

tt/E
.

R
ü

d
in

/F
.

R
u

ttke
( H

g.) ,
aaO

.,
S

.57 ;
I.v.

M
ü

n
ch
( H

g.) ,
aaO

.,
S

.113 .

青
木
延
春
、
前
掲
書
、

四
五
│
四
六
頁
。
藤
本
直
、
前
掲
書
、
二
五
二
頁
。
米
本
昌
平
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。

（
18
）
注
（
17
）
に
同
じ
。

（
19
）
当
時
は
実
質
的
に
戦
時
体
制
下
に
あ
っ
た
せ
い
か
、
国
民
優
生
法
に
対
す
る
反
対
意
見
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
指
導
的
人
物
で
生
協
運
動

の
父
、
賀
川
豊
彦
は
、「
最
近
日
本
に
良
い
法
律
が
出
来
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
彼
も
ま
た
当
時
の
多
く
の
人
々
と
同
様
、「
白
痴
、
低
能
、
発
狂
、
変
質
者
は
、
多
く

遺
伝
素
質
よ
り
発
生
い
た
し
ま
す
」
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
賀
川
豊
彦
「
優
生
法
と
母
性
の
宗
教
的
自
覚
」『
雲
の
柱
』
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
〇
月
号
、

一
二
頁
。
同
「
日
本
に
於
け
る
社
会
事
業
の
現
在
及
将
来
│
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
御
進
講
時
の
草
稿
」『
世
界
国
家
』
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
三
・
四
合
併
特
集
号
、

五
頁
。

（
20
）
注
（
５
）
を
見
よ
。

（
21
）
く
わ
し
く
は
、
河
島
幸
夫
『
戦
争
・
ナ
チ
ズ
ム
・
教
会
│
現
代
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
史
論
』
新
教
出
版
社
、
一
九
九
三
／
一
九
九
七
年
の
第
七
章
「
生
き
る
に
値
せ

ぬ
生
命
の
抹
殺
構
想
と
キ
リ
ス
ト
教
会
」
お
よ
び
第
八
章
「
ナ
チ
安
楽
死
作
戦
と
ベ
ー
テ
ル
の
抵
抗
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、「
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
」
と
い

う
言
葉
は
、
次
の
書
物
か
ら
普
及
し
始
め
た
。K

arl
B

in
d

in
g/A

lfred
H

och
e,

D
ie

F
reigabe

d
er

V
ern

ich
tu

n
g

leben
su

n
w

erten
L

eben
s,

L
eip

zig
1920 .

邦
訳

書
＝
カ
ー
ル
・
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
／
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ホ
ッ
ヘ
〔
ホ
ー
ヘ
〕
著
、
森
下
直
貴
／
佐
野
誠
訳
『
生
き
る
に
値
し
な
い
命
と
は
誰
の
こ
と
か
│
ナ
チ
ス
安
楽
死
思

三
一



母
体
保
護
法
の
ナ
チ
ス
的
系
譜
？
　
│
ひ
と
つ
の
素
描
│

三
二

想
の
原
典
を
読
む
』
窓
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
22
）
小
俣
和
一
郎
「
日
本
の
精
神
医
療
と
優
生
思
想
」
優
生
手
術
に
対
す
る
謝
罪
を
求
め
る
会
編
『
優
生
保
護
法
が
犯
し
た
罪
』
現
代
書
館
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
一
頁
。

同
氏
は
、
国
民
優
生
法
の
下
で
断
種
の
実
施
数
が
少
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
推
定
原
因
と
し
て
、
戦
地
へ
の
医
師
の
動
員
に
よ
る
本
土
内
の
医
師
不
足
を
あ
げ
て
い
る
。

（
23
）
『
六
法
全
書
Ⅱ
』
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
版
、
有
斐
閣
、
三
一
五
八
│
三
一
六
〇
頁
。

（
24
）
松
原
洋
子
「
日
本
の
優
生
法
の
歴
史
」
前
掲
書
『
優
生
保
護
法
が
犯
し
た
罪
』
一
一
一
頁
。

（
25
）
前
掲
、
朝
日
新
聞
（
福
岡
）、
一
九
九
七
年
九
月
一
七
日
。

（
26
）
く
わ
し
く
は
、
松
原
洋
子
「
戦
後
の
優
生
保
護
法
と
い
う
名
の
断
種
法
」
米
本
昌
平
／
松
原
洋
子
／

島
次
郎
／
市
野
川
容
孝
『
優
生
学
と
人
間
社
会
』
講
談
社
現
代

新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
一
一
│
二
一
九
頁
を
参
照
。

（
27
）
く
わ
し
く
は
次
の
と
お
り
。「
平
成
二
年
〔
一
九
九
〇
年
〕
三
月
二
〇
日
厚
生
省
発
健
医
第
五
五
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
に
よ
り
、
優
生
保
護
法
第
二
条
二
項
の
『
胎

児
が
、
母
体
外
に
お
い
て
、
生
命
を
保
続
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
』
の
基
準
は
、『
通
常
妊
娠
満
二
二
週
未
満
で
あ
る
こ
と
』
と
改
正
さ
れ
、
平
成
三
年
〔
一
九
九

一
年
〕
一
月
一
日
か
ら
適
用
と
な
っ
た
」。
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
編
『
母
体
保
護
統
計
報
告
』
平
成
一
三
年
〔
二
〇
〇
一
年
〕
版
、
厚
生
統
計
協
会
、
二

〇
〇
二
年
、
四
四
頁
。

（
28
）
注
（
25
）
を
見
よ
。

（
29
）
藤
野
豊
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
優
生
思
想
』
か
も
が
わ
出
版
、
一
九
九
八
年
、
四
五
四
│
四
五
五
頁
。

（
30
）
藤
野
豊
、
前
掲
書
、
四
五
七
頁
。

（
31
）
「
小
さ
な
い
の
ち
を
守
る
会
」（P

R
O

L
IF

E
JA

P
A

N

）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
二
〇
〇
二
年
。「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
」
第
二
三
号
（
特
集：

い
の
ち
と
生
）、
新
生
運
動
。

（
32
）
『
六
法
全
書
Ⅱ
』
一
九
九
九
（
平
成
七
）
年
版
、
有
斐
閣
、
三
四
九
四
頁
。

（
33
）
注
（
27
）
を
見
よ
。

（
34
）
以
上
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
沖
浦
和
光
／
徳
永
進
編
『
ハ
ン
セ
ン
病
│
排
除
・
差
別
・
隔
離
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

一
／
二
〇
〇
二
年
。
田
島
直
登
『
闇
か
ら
光
の
射
す
方
へ
│
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
基
に
し
て
』
西
南
学
院
大
学
法
学
部
専
門
演
習
Ⅲ
卒
業
論
文
、
二
〇
〇
四
年
一
月
。

（
35
）
朝
日
新
聞
（
福
岡
）、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
二
五
日
夕
刊
、
同
二
六
日
朝
刊
。

（
36
）
朝
日
新
聞
（
福
岡
）、
二
〇
〇
六
年
一
月
一
九
日
夕
刊
、
同
二
月
四
日
朝
刊
を
参
照
。

（
37
）

R
obert

W
istrich

,W
er

w
ar

w
er

im
D

ritten
R

eich
,H

arn
ack

V
erlag,M

ü
n

ch
en
1983 ,S

.31 .



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
八
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
年
　
二
月
）

（
38
）

R
ich

ard
von

W
eizsäcker,

Z
u

m
40 .

Jah
restag

d
er

B
een

d
igu

n
g

d
es

K
rieges

in
E

u
rop

a
u

n
d

d
er

n
ation

alsozialistisch
en

G
ew

alth
errsch

aft.

A
n

sp
rach

e
am
8 .

M
ai1985

in
d

er
P

len
arsaal

d
es

D
eu

tsch
en

B
u

n
d

estags,
o.O

.
o.J.,

S
.3 .

邦
訳
書
＝
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
演
説
全
文
『
荒
れ
野
の
40

年
」
永
井
清
彦
訳
、
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
一
九
八
六
／
二
〇
〇
一
年
、
一
一
│
一
二
頁
。

（
39
）

R
.v.W

eizsäcker,aaO
.,S

.5 .

邦
訳
書
、
前
掲
、
一
六
頁
。

（
40
）
河
島
幸
夫
、
前
掲
書
『
戦
争
・
ナ
チ
ズ
ム
・
教
会
』
四
一
〇
頁
の
写
真
を
見
よ
。

（
41
）
佐
藤
健
生
「
ド
イ
ツ
の
戦
後
補
償
立
法
と
そ
の
実
行
に
つ
い
て
」
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ｂ
・
フ
レ
ン
ツ
著
、
住
岡
良
明
ほ
か
訳
『
奴
隷
以
下
│
ド
イ
ツ
企
業
の
戦
争
責
任
』

凱
風
社
、
一
九
九
三
年
、
四
四
二
│
四
四
四
頁
。
他
に
矢
野
久
「
ド
イ
ツ
〈
記
憶
・
責
任
・
未
来
〉
基
金
の
成
立
と
そ
の
歴
史
意
義
」『
季
刊
・
戦
争
責
任
研
究
』
第
三

〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
冬
季
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
二
〇
―
二
七
頁
、
と
く
に
二
一
頁
お
よ
び
高
木
健
一
『
今
な
ぜ
戦
後
補
償
か
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
年
、

一
六
〇
頁
を
も
参
照
。

（
42
）
二
文
字
理
明
／
椎
木
章
編
著
『
福
祉
国
家
の
優
生
思
想
│
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
発
強
制
不
妊
手
術
報
道
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
七
頁
。

（
43
）
前
掲
、
朝
日
新
聞
（
福
岡
）、
一
九
九
七
年
九
月
一
七
日
。

追
　
記

本
稿
の
中
で
は
、
時
代
背
景
や
歴
史
的
事
実
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
、
今
日
で
は
差
別
用
語
と
み
な
さ
れ
う
る
言
葉
も
、
そ
の
ま
ま
利
用
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
時
代
状
況
の
正
確
な
把
握
に
資
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
点
で
読
者
諸
兄
姉
の
ご
理
解
を
お
願
い
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

三
三


